
○
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
一
条
第
二
項
に
基
づ
く
同
法
第
二
士
一
条
の
読
替
え
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

○
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
法
律
第
百
九
口
互
附
則
第
二
一
条
第
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
一
二
条
第
八
項
に
基
熱
つ
く
同
条
第
六
項
の
読
替
え
（
附
則
第
一
二
条
関
係
）

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
三
条
第
七
項
に
基
令
つ
く
同
条
第
六
項
の
読
替
え
（
附
則
第
三
条
関
係
）

○
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
読
替
え
（
第
五
条
関
係
）

○
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
士
一
一
年
法
律
第
七
十
六
口
互
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
の
読
替
え
（
第
五
条
関
係
）
６

○
改
正
後
の
検
察
庁
法
附
則
第
三
条
に
基
令
つ
く
同
法
第
二
士
一
条
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

○
改
正
後
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

○
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
昭
和
一

の
七
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

五
条
第
一
項
の
読
替
え
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
読
替
表
目
次

一
士
一
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
士
一
条
第
一
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
士
一
年
法
律
第
亘
一
十
号
）
第
八
十
一
条

I
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○
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
昭
和
一

の
七
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

》
り
退
閣

喉
伍
畢
族
定
に
よ

畝
職
員
が
年
齢

臥
匁
不
学
宋
一
嘩
弄
の
鯛

牛
に
よ
る
進
摺
ア

守
り
返
潤

一
り
次
長
浅
事
又
ｊ
食
事
房

’
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
十
号
）
第
八
十
一
条

雷
〃
ハ
ー
「

詳
匠
内

」
‐
奇
計

諺
暗
巨
匡
か
定
年
に
達
し
た
日
恢

期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当

い
る
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
油

し
、
険
表
歪
丁
監
第
二
十
二
条
室

墹
員
か
前
条
崇
一
堰
の
矩

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
ス

幅
巨
匡
広
穏
震
ア

こ
と
が
で
き
な
い
。

肌
匁
不
垂
宋
一
暉
塞
の
配

函
ス
シ
や
座
幽
仰
ア

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－ 1 －

読
替
後

読
替
前



年
歯
カ
ナ
十

一
一
年
に
量
し
た
日
）
α
霊
日
力
ら
道
算
し
て
三
年
を
遥
え
る
こ
と
が
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
で
き
な
い
。

③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
且
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

②
任
命
権
者
は
、
前
項
２

到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

事
項
は
、
内
閣
が
定
め
る
。

は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期

替
え
て
適
用
す
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き

限
は
、
当
該
職
員

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し

二
（
適
用
し
な
い
） す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し

当
該
職
員
の

て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、

て
内
閣
が
定
め
る
事
由
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

い
）
一
一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
特
殊

性
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
、
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
の
欠

員
の
補
充
が
困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
浪
が

前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が

が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

検
察
庁
法
第
二
卜
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
一
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

’

事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

限
は
、
当
該
職
員

は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期

つ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ

前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き

－2－



○
改
正
後
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

Ⅲ
ｐ
７

ﾇノ 。

伯
〈
ワ

ダ）1 －辰

Ｅ
７

左
比
圭

事匪
I 内

黄恥
幸 劃

存
〆
圭

"〕 0

ヒ
グ

ﾇノ 。

易｜ 宗
〕
『
’
、
〔
Ｗ
〃

進
碕
日
ま

雲曲
I内

昌
解
丘
垂
皿
叙
目
懲 （

傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

十
猴
匡
圃
仰
Ｒ

虹
一
力
翠

追
澗
日
ア

－3－

読
替
後

読
替
前



に
達
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
準
則
で
定
め
る
。

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
一
②

は
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期

替
え
て
適
用
す
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き

到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
庁
法
第
二
ト
ー
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

限
は
、
当
該
職
員

一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
準
則
で
定
め
る
事
由

二
（
適
用
し
な
い
）

て
適
用
す
る
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
検
事
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年

が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期

限
は
、
当
該
職
員

到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
各
号

は
、

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

二
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
特
殊

性
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
、
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
の
欠

員
の
補
充
が
困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が

つ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）

一
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

人
事
院
の
承
認
を
得
て

’ に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ

に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き

こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

4－



○
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
一
二
条
に
基
づ
く
同
法
第
二
士
一
条
の
読
替
え
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－5－

第
二
十
二
条

旬
剛
剛
ｌ
倒
糾
則
州
刈
判
制
削
荊
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
（
略
）

読
替
後

第
二
士
一
条
樹
劉
司
叩
川
副
馴
矧
瑚
叫
刷
制
到
剰
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
士
一
一
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六

十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、

検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

読
替
前



○
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
士
一
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
の
読
替
え
替
え
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－6－

箏
一
十
五
条
検
察
官
は
、
刺
ヨ
對
制
創
蜘
凶
劉
司
刎
倒
綱
對
渕
矧
馴
洲
創
卿
開
川
則
荊

五
条
第
一
項
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職

務
を
停
止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
ヨ
副
詞
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職

務
を
停
止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

読
替
後

読
替
前 口



○
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
九
条
第
一
項
の
読
替

え
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－7－

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処
分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
給
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等

｝
」Ｉに

よ
る
降
給
を
除
く
。
）
、
降
任
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
該
当
す
る
降
任
を

除
く
。
）
、
休
職
若
し
く
は
免
職
を
し
、
そ
の
他
職
員
に
対
し
著
し
く
不
利
益
な

処
分
を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
行
う
者

は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
処
分
の
際
、
当
該
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３

へ

略
…

読
替
後

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処
分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
給
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等

に
州
削
剥
陶
絢
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

’
を
除
く
。
）
、
降
任
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
該
当
す
る
降
任
を

除
く
。
）
、
休
職
若
し
く
は
免
職
を
し
、
そ
の
他
職
員
に
対
し
著
し
く
不
利
益
な

処
分
を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
行
う
者

は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
処
分
の
際
、
当
該
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３

へ

略
…

読
替
前



○

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
一
二
条
第
七
項
に
基
づ
く
同
条
第
六
項
の
読
替
え
（
附
則
第
一
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－8－

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
剃
淵
劉
倒
Ⅲ
樹
荊
。
判
斗
副
詞
割
引
卿
制
削
副
呵
口
渕
刎
封
淵
劉
削
刈
１
画

用
制
剣
劉
削
削
剥
到
調
創
鯏
倒
剰
川
Ｈ
斗
剰
剰
叫
廿
荊
斗
矧
劇
利
ゴ
計
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、

内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、

当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
が
第
四
条
の
規

制
矧
川
Ｈ
訓
馴
洲
對
山
甜
叫
川
閲
凶
淵
削
川
脚
矧
劉
Ｊ
判
４
Ｊ
劉
側
叫
捌
對
川
制
釧
馴
同
日
制
旧
劇
倒
ｕ
糾
削
川
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
銅
副
倒
詞
到
謝
削
剥
倒
剰
川
Ｈ
斗
劉
洲
到
劉
利
ゴ
卿
割
引
１
１
１
１
１
１
１

る
と
認
め
る
と
き
は
、

人
事
院
の

承
認

に
掲
げ
る
事
由
が
あ

を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、

当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
国
家

州
刺
凋
副
制
尚
矧
刺
川
皿
川
訓
剰
羽
伽
斗
引
制
刊
引
間
剛
旧
制
卿
旧
制
則
制
制
肖
哨
判
捌
糊
則
Ⅶ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

読
替
後

読
替
前 口



○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
三
条
第
八
項
に
基
づ
く
同
条
第
六
項
の
読
替
え
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－9－

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
細
淵
劉
倒
鯏
鳳
荊
．
Ｈ
ゴ
割
劉
到
ヨ
判
例
剥
矧
伺
測
剛
封
洲
劉
削
刈
可
圃

用
制
刻
剥
削
剴
訓
剣
淵
目
濁
荊
川
Ｈ
斗
剣
別
剃
封
利
引
矧
剰
１
割
に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
濁
謝
荊
創
則
倒
呵
刎
引
掴
訓
判
判
咽
瑚
馴
刈
引
副
引
Ｈ
判
別
、
こ

れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長

職
員
刑
倒
Ⅲ
削
討
叫
矧
制
例
制
引
釧
削
荊
剖
洲
削
側
劉
劇
掛
劇
劉
Ｊ
Ｈ
１
到
創
Ｈ
刺
弓
倒
則
刺
圃

年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

読
替
後

6

任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員

法
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場

合
に
お
い
て
、
剃
副
到
刺
調
削
剥
胤
剥
川
制
斗
劉
洲
到
劉
刺
ゴ
卿
割
引
１
１
１
１
１
１
１

に
掲
げ
る
事
由
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
刈
割
圃
渕
馴
副
訓
剖
矧
判
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
、
こ

れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長

職
員
Ｈ
制
淵
刈
削
Ⅱ
刷
副
訓
川
剣
淵
副
制
尚
劉
椚
川
叫
川
引
剣
羽
剛
斗
引
倒
刊
引
間
創
叫
矧
聞
刑
州
則
制
判
料
鋼
測
淵
側

日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

読
替
前



○
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
二
年
法
律
第
百
九
口
互
附
則
第
二
一
条
第
一
項
に
基
づ
く
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第

五
条
第
一
項
の
読
替
え
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

－ 10－

第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十

2

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
引
矧
引
剴
削
訓
到
謝
創
司
叫
司
側
削
馴
詞
割
側
矧
馴
馴
馴
脚I1

○

へ

略
…

読
替
後

第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十

2

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
『
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

0

へ

略
…

と
す
る

読
替
前



○
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
同
法
第
一
一
士
一
条
の
読
替
え
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

- 11 -

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
）

第
二
十
二
条
任
命
権
者
は
、
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

過
員
を
生
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
情
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
人
事
院
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
た
職
員
に
、
引
き
続
き
当

該
育
児
短
時
間
勤
務
と
同
一
の
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
十
五
条
か
ら
訓
劉
劉
判
制
劉
馴
削
則
荊
ヨ
斜
削
剥
ゴ
卿
の
規
定
を
準
用
す
る
。

読
替
後

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
）

第
二
十
二
条
任
命
権
者
は
、
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

過
員
を
生
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
情
が
継
続
し
て
い
る
期
間
、
人
事
院
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
た
職
員
に
、
引
き
続
き
当

該
育
児
短
時
間
勤
務
と
同
一
の
勤
務
の
日
及
び
時
間
帯
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
十
五
条
か
ら
前
劉
劉
割
引
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

読
替
前


